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令和 7年 7月 29 日（火） 

神奈川県藤沢市 
「藤沢型政策検討会議」について 

 

〇藤沢市の議員の状況 

 条例定数：36 名 

 現議員数：36 名（うち女性 10 名） 

 会派数 ：７会派 

 年齢構成別議員数 

 当選回数別議員数 

   

〇議員提案による条例づくり 

 これまで議案提案によって成立した条例はあったが、中には提案に至らなかったり、継 

続審議のまま事実上の廃案になったりしてうまくいかなかったこともある。 

 議会を議論の場にする取り組みが「議員間討議」。そのための仕組みが政策検討会議。 

 

〇政策検討会議の設置 

 2021 年 4 月 政策検討会議設置要綱施行（抜粋） 

 ・議会の政策立案機能を強化し、条例の提案等により積極的な政策提言を行うことを実 

現するため、政策検討会議を設置 

 ・議会運営委員会に 3人以上の議員から条例づくりの政策提案の案が提出され承認が得 

られた場合、政策検討会議を設置 

 ・政策検討会議の所掌事務は、条例の提案の原案の作成に関することとし、政策検討会 

議でまとまった政策検討項目については、議会運営委員会の承認を経て、条例の提案 

等を行う  

 ・委員の構成は座長及び会派の数の委員により構成し、議会運営委員長が各会派からの 

推薦に基づき委員候補名を作成し議長に提出 

 ・会議は原則として非公開とする（座長が会議に諮り決定したときは公開できる） 

 ・委員の任期は、設置の日から政策検討項目について条例の提案等が行われたとき又は 

  座長が当該政策検討項目について協議の終了を決定した時までとする 

 ・政策検討会議は、市民の意見を聴取するためにパブリックコメントを実施することが 

出来る 

2022 年 3月 政策提案に関するガイドライン策定 

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 平均年齢 

１ ２ 12 12 ７ ２ 52.08 

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 

12 ８ ４ ５ ４ １ １ ０ １ 



 

〇政策検討会議の設置から条例議案提出に至るまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇条例制定の実例 

 例）「ケアラー支援条例」 

 ・テーマを選んだ理由：市の課題として、今あるもの。 

 ・藤沢市の「ケアラー支援条例」 

ケアされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例 

    （ネーミングは 1 期目の議員） 

 

〇ヤングケアラー 

 ・本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども 

のこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあ 

る。（こども家庭庁 HP より） 

 ・2016 年「ヤングケアラー実態調査」 

  小中学校と特別支援学校55項の全教員対象に実施 ⇒ 約6割の回答のうちヤングケ

アラーではないかと感じた回答が半数ほどあった。 

調査には学校サイドの受け入れも良好だった。 

 

議会運営員会 

3 人以上の議員から、政策提案の案（政策検討項目）  

について提案 

      
政策検討会議設置について協議及び承認 

政策検討会議 

政策提案について協議   

                         

条例提案の案がまとまる   政策提案の決議を行うことで    提言書を提出することで  
 まとまる             まとまる 

議会運営員会 

                         

条例提案の承認       政策提案の決議の承認       提言書の提出の承認  

本会議 

      
条例案の提出、議決     決議案の提出、議決 

 

 

提案書の提出の承認 



 

〇ケアラー支援 

 ・ヤングケアラーやダブルケアラー（子育てが終わらないうちに介護が始まる）等とい 

った具現化しにくい課題を抱えている方などへの支援（ケアラーケア）が必要。 

 ・ヤングだけでなく高齢の方もいる。 

 ・2023 年 3月に開催された講演会「ケアラー支援について考えよう」において、藤沢市 

ではすでに実質的なケアラー支援に取り組んできたと評価されつつも、「それらを全体 

的に包括する仕組みがない」「ケアラー支援という概念はまだ市民に浸透していない」 

と指摘された。 

 

〇議員提案で「ケアラー支援条例」を作る 

 ・一般社団法人日本ケアラー連盟によると「ケアが必要な人の法制度はある」「ケアラー 

を支援するための法制度はない」現状があったため、政策検討会議が立ち上がった。 

 ・これまで取り組んできた議員研修の中で、「議員提案による政策条例づくりについて」 

研修があった。（議員提案条例の第一人者：牧瀬 稔氏） 

 ・牧瀬稔教授（関東学院大学）による条例制定手順 

  ①問題発見 

  ②現地調査と情報収集 

  ③立法目的の確定 

  ④立法事実の明確化 

  ⑤類似条例の調査 

  ⑥類似条例の類型化 

  ⑦要綱の作成 

  ⑧条例案の作成 

  ⑨条例説明文（逐条解説）の作成 

  ⑩報告書の作成 

 

〇条例制定に向けた取り組み 

 ・事務局に依頼せず、各委員が分担して条例案文を作成。 

 ・当局との対話、担当者からのヒヤリング・意見交換 

 ・市民参加のシンポジウム開催（オンラインを含め 250 名ほどが参加） 

 ・パブリックコメントでは市民から多くの意見が寄せられた。 

  （家族だけが支援するのではなく社会的な支援の重要性がうかがえた） 

・2024 年 12 月議会で条例が成立 

・第 19 回マニュフェスト大賞・優秀賞を受賞 

 

〇ケアラー支援協議会の開催 

 ・ケアラー支援条例の基本理念にのっとり、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計 

画的に実施するため、市が設置 

 

〇政策検討会議に取り組んで思うこと 

 【導入して良かったと思えること】 

  ・条例の案文はすべて議員が手分けをして作成したため、書籍や文献を読み、講演会 

に参加したりと、かなり勉強も必要だったが、期数の少ない若い議員にとっては大 

切な経験だったと思う。 



 

・政治的スタンスの全く異なる議員が、一つの課題について議論を交わせる貴重な機 

会だった。 

 

 【課題だと思っていること】 

  ・思想信条も活動スタイルも異なる議員たちがチームとなって条例を作成することは 

なかなか難事業であった。 

・自分とは異なる意見を持つ相手に対するリスペクトや「チーム市議会」で取り組む 

という大前提についての共通理解が不可欠です。 

 

□所感 

 今回の視察では、政策検討会議の前座長であった竹村雅夫議員に、ご説明頂くことが出 

来た。 

 藤沢市の議員の方の感想にもあったが、市における課題の中から、政策提案の案（政策 

検討項目）が提出され、政策検討会議へと進んでいき、期数に関係なく議員全員が個々の 

担当分野について、書籍や文献、研修会など、あらゆることから知識を得て、結果につ 

なげることは大変なご苦労があったと感じられる。 

今回、例に挙げてご説明頂いたケアラー支援条例での条文案などを整えることには、難 

しさがあったと思われるが、市の課題を市議会で解決しようとする議員全体のまとまり 

が結果を生むのだと思う。 

時間をかけて数多くの協議を経て、共通理解へと至ったことだと考えるが、議員数も多 

く、会派も異なり政治理念や信条、思想が異なる議員全体が、コンセンサスを持って進 

められているのは、期数に関係なく市民から選ばれている互いの議員を敬って、互いの 

見を尊重しているからこそ、適正な議員間討議が行われ、課題解決へのスクラムが組ま 

れて結果へとつながったのだと強く感じさせられた。 

 その中でも、座長を務められた竹村雅夫議員のように、熱意をもって周りの議員を引き 

込むキーマンがいたことも大きかったと考える。 

 

 

 

    

                                                                                       


